
　市では、省エネルギー化と再生可能エネルギーの導入により

“地域脱炭素”と“地域内経済循環”を実現するため、さまざ

まな支援を行っています。

▷市内に本店がある事業者による施工（購入）であること

▷令和７年２月末までに施工（購入）が完了すること

※施工（購入）前に、必ず申請が必要です。賃貸物件は対象外です

　市内の建築士が皆さんの自宅を訪問し、調査を

行います。訪問後“省エネ診断書”を作成し、省

エネ化やより快適な住まいにするためのアドバイ

スをします。

■対象要件　建築から５年以上経った住宅（賃貸

は対象外）

■費用　無料

■対象機器と補助額

■要件

＜１＞住宅の機器を更新する人へ

＜２＞住宅の省エネ診断を受けてみませんか？ ＜４＞太陽光発電・蓄電池設備を設置する人へ

＜３＞電気自動車・充放電設備などを購入する人へ
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▷＜３＞＜４＞の設備は、市内に本店や支店があ

る事業者が設置することが要件です。

■その他　“初期費用０円”での太陽光発電・蓄電

池設備の設置サービスのうち、市民限定で補助金

相当額が差し引かれるプランがあります。

　申請書類など、詳しくは市ホームペー

ジ（右記ＱＲコード）をご確認ください。

省エネ化・再エネ導入を支援！

■問い合わせ　＜１＞＜２＞市環境課脱炭素推進係（☎77-5033）、＜３＞＜４＞市エネルギー推進

課エネルギー推進係（☎68-9079）

Ｎｅｗ！

対象機器とその要件 補助額

空調設備 次の要件をどちらも満たす機器

▷更新により、30％以上のＣＯ２削減効果があること

▷省エネ基準達成率が100％以上のもの
費用の２分の１（上限50万円）

※撤去費は除きます。複数の機器を併せ

て申請できますが、上限は50万円です

給湯機器

換気設備

次の要件をどちらも満たす機器

▷熱交換率が40％以上のもの

▷必要換気量が、１人当たり毎時30立方㍍以上であること

照明機器
ＬＥＤ以外の照明から調光制御機能付きのＬＥＤ照明への更新

（スタンドライトなどの動かすことができるものを除く）

対象車種（機器） 補助額

電気自動車、プラグインハイブ

リッド車、燃料電池自動車

※ハイブリッド車は対象外

１台あたり10万円

※１人（１事業者）

につき１台まで

充放電設備、外部給電器

１基あたり10万円

※１人（１事業者）

につき１基まで

対象要件 補助額

【太陽光発電設備】

太陽光電池の最大出力合計値、

またはパワーコンディショ

ナー定格出力が10㌔㍗未満

太陽光電池の最大出力

合計値に４万円を乗じ

た額（上限25万円）

【蓄電池設備】

太陽光発電システムと接続し、

設置場所に固定されたもの

蓄電池の定格容量に３

万円を乗じた額（上限

20万円）

みんな、利用してほしいカボ♪


